
１　総括

（１）　人件費の状況（普通会計決算）

（２）　職員給与費の状況（普通会計決算）

（３）　ラスパイレス指数の状況

　　　　給率）により算出。）

       ３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

※平成31年４月１日のラスパイレス指数が、100を超えている理由及び改善の見込みについて

該当なし

　　　　（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100

   　　 として計算した指数です。

       ２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地

　　　　域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用

　　　　いて補正したラスパイレス指数です。

　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数

時津町（補正後） 103.3 100.3 100.0 99.2

類似団体平均 97.5 97.5 97.4 97.3

全国町村平均 96.3 96.4 96.4 96.3

時津町 103.3 100.3 100.0 99.2

（注）１　職員手当には退職手当は含みません。

　　　２　職員数は、平成30年４月１日現在の人数です。
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（４）給与制度の総合的見直しの実施状況について

○給料表の見直し

　　[　　実施　　　　　未実施　　]

　　【実施内容】

（給料表の改定実施時期）　　平成27年４月１日

（内容）　　一般行政職に給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均1.9％引下げています。

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成３１年４月１日現在）

　①一般行政職

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（２）　職員の初任給の状況（平成3１年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

（３）　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３１年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円207,900 － －

区　　　分 経験年数10～15年 経験年数15～20年 経験年数20～25年

一般行政職

大学卒 274,800 328,900 377,600

高校卒

一般行政職

大　学　卒 180,700 180,700 180,700

高　校　卒 148,600 148,600 148,600

　　　２　　　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての

　　　　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を

　　　　　除いたもの）で算出しています。

区　　　分 時　津　町 長　崎　県 国

類似団体 41.3 305,414 376,330 339,452

（注）１　　　「平均給料月額」とは、平成３１年４月１日現在における一般行政職の職員の基本給の平均です。

長崎県 43.6 321,499 396,172 355,821

国 43.4 329,433 - 411,123

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

時津町 42.1 323,200 426,300 339,200

　　【概要】　国の給与制度の総合的見直しにおいては、棒給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の

　　見直し等に取り組むとされています。



３　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）　一般行政職の級別職員数の状況（平成３１年４月１日現在）

人 円 円

人 円 円

人 円 円

人 円 円

人 円 円

人 円 円

人 円 円

（注）１　時津町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
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（２）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（平成３１年４月１日現在）

（３）昇給への人事評価の活用状況（時津町）

活用予定時期

　標準の区分のみ（一律）

ロ 人事評価を活用していない

　上位、標準の区分

　標準、下位の区分

活用している昇給区分
昇給可能な

区分
昇給実績が
ある区分

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

　上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○

平成3１年4月2日から令和２年4月1日
までにおける運用

管理職員 一般職員

イ 人事評価を活用している ○ ○



４　職員の手当の状況

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（時津町）

（２）　退職手当（平成３１年４月１日現在）

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成30年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

・定年前早期退職特例措置　（２％～４５％加算） ・定年前早期退職特例措置　（２％～４５％加算）

・役職に応じた調整額の加算あり

１人当たり平均支給額 － 千円 22,921 千円

47.709 月分 47.709 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

39.7575 月分 47.709 月分

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 最高限度額

28.0395 月分 33.27075 月分

勤続３５年 39.7575 月分 47.709 月分 勤続３５年

19.6695 月分 24.586875 月分

勤続２５年 28.0395 月分 33.27075 月分 勤続２５年

勤続２０年 19.6695 月分 24.586875 月分 勤続２０年

時　　　　津　　　　町 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

ロ 人事評価を活用していない

活用予定時期

　標準、下位の成績率

　標準の成績率のみ（一律）

　上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○ ○

　上位、標準の成績率

イ 人事評価を活用している ○ ○

活用している成績率
支給可能な

成績率
支給実績が
ある成績率

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

役職加算　　　　５～２０％
管理職加算　　１０～２０％

役職加算　　　５～２０％
管理職加算　　１０～２５％

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

令和元年度中における運用 管理職員 一般職員

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

(0.90) 月分 (1.45) 月分 (0.90) 月分(1.45) 月分 (0.90) 月分 (1.45) 月分

1.85 月分 2.60 月分 1.85 月分2.60 月分 1.85 月分 2.60 月分

（平成30年度支給割合） （平成30年度支給割合） （平成30年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

１人当たり平均支給額（平成30年度） １人当たり平均支給額（平成30年度）
―

1,584 千円 1,742 千円

（１）　期末手当・勤勉手当

時　　津　　町 長　　崎　　県 国



（３）　地域手当（平成３１年４月１日現在）

（４）　特殊勤務手当（平成３１年４月１日現在）

（５）　時間外勤務手当

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成30年度決算）」と同じ年度の４月１日現在

　　 の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間

　　勤務職員を含む。

支給実績（平成29年度決算） 47,920 千円

職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 347 千円

支給実績（平成30年度決算） 39,775 千円

職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 334 千円

社会教育業務手当
B&G海洋センターに勤
務する職員

社会体育又は社会教育の業務に従
事する職員のうち、著しく特殊な業
務に従事する職員

業務に従事した１日につき
　　　500円

保育業務手当 保育士 保育業務に従事する保育士 月額　10,000円

危険業務手当 業務担当職員
火災現場及び暴風雨等の荒天時又
は高所、急傾斜地等で、著しく危
険、困難な業務に従事したとき

日額500円（業務が２時間以上又
は夜間に行われた場合にあって
は、1，000円）

用地交渉業務手当 業務担当職員 用地交渉の業務に従事したとき
日額500円（業務が２時間以上又
は夜間に行われた場合にあって
は、1，000円）

行旅死亡人等取扱業
務手当

福祉課職員
行路病人及び行路死亡人の収容又
は救護に従事したとき

病人　　 １件につき2,000円
死亡人　１件につき5,000円

保健福祉指導業務手
当

保健師、栄養士
及び理学療法士

家庭訪問をし、住民の保健指導に
従事したとき

業務に従事した１日につき
　　1，000円

徴収業務手当 税務課職員
職員が町税の徴収業務に従事した
とき

日額500円（業務が２時間以上又
は夜間に行われた場合にあって
は、1，000円）

防疫業務手当
感染の危険がある作業
等に従事する職員

感染の危険のある防疫作業に従事
したとき

業務に従事した１日につき
　　1，000円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成30年度） 26.4 ％

手当の種類（手当数） 8

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

支給実績（平成30年度決算） 1,658 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 43,632 円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

該当地域なし % 人 %

支給実績（平成30年度決算） - 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） - 円



（６）　その他の手当（平成３１年４月１日現在）

距離が片道２km以上の職員に支給

・交通機関等利用者

　１ヶ月あたりの運賃等相当額

・交通用具利用者

　距離に応じて

管理又は監督の地位にある職員へ支給

　職務の級、区分別に定額支給

・管理職手当の支給区分に応じて

　勤務１回につき 6,000円～12,000円

円

管理職員特
別勤務手当

管理職手当を受給している職員が、休日において

異なる

官職等に
応じて
6,000円～
18,000円

285 千円 21,923 円
臨時又は緊急の必要により勤務した場合に支給

52,630 円
（最高55,000円）

2,000円～31,600円

管理職手当 同じ 18,606 千円 775,250

通勤手当

通勤のため交通機関や自動車等を利用し、通勤

同じ 4,842 千円

292,429 円

に支給

・月額23,000円以下の家賃

家賃月額－12,000円

・月額23,000円を超える家賃

（家賃月額－23,000円）×1/2＋11,000円

（最高27,000円）

・自宅居住者

住居手当

借家又は借間に居住し、家賃を支払っている職員

同じ

14,329 千円

同じ

242,949 円

・配偶者 6,500円

・子 10,000円

・父母及び孫等 6,500円

・16～22歳までの子がいる場合の
　加算　　１人につき

5,000円

扶養手当

扶養親族のある職員に対して支給

同じ 18,950 千円

手当名 内容及び支給単価

国の
制度
との
異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
(平成30年度決

算)

支給職員１人当たり
平均支給年額

(平成30年度決算)



５　特別職の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

／

／

／

／

／

６　職員数の状況

（１）　部門別職員数の状況と主な増減理由

〈参考〉

〔 〕 〔 〕 人口１万当たり職員数　　５７.９９ 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。
　　　２　〔　　　〕内は、条例定数の合計です。

合　　　計
174 172 2

180 180

その他 21 21 0

小　計 30 31 -1

短時間勤務再任用職員の任用による減

下水道 3 3 0

小　計 144 141 3
〈参考〉
人口1万当たり職員数　　　4７.９９人
（類似団体の人口１万当たりの職員数　　６５.１０人）

公
営
企
業
等

会
計
部
門

水　道 6 7 -1

計 121 118 3
〈参考〉
人口1万当たり職員数　　４０.３３人
（類似団体の人口１万当たりの職員数　　５１.０８人）

教育部門 23 23 0

商　工 2 2 0

土　木 20 19 1 土木職員の採用による増

衛　生 16 16 0

農林水産 5 6 -1 再任用職員が常勤から短時間に変更したことによる減

育児休暇予定職員による増

民　生 28 26 2 育児休暇予定職員および保育士による増

総　務 33 33 0

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　会 3 3 0

税　務 14 13 1

区　分 職　員　数 対前年
増減数

主な増減理由
部　門 平成31年 平成30年

任期ごと

備　　　　考

（注）　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）勤めた場合

　　　　における退職手当の見込額です。

（各年４月１日現在）

（支給時期）

町　　　長 835,000円　×５　×　在職年数 16,700,000 円 任期ごと

3.40 月分

議　　　員

退
職
手
当

（算定方式） （１期の手当額）

副　町　長 676,000円　×　３　×　在職年数 8,112,000 円

円

期
末
手
当

町　　　長 （平成30年度支給割合）

副　町　長 3.40 月分

議　　　長 （平成30年度支給割合）

副　議　長

議　　　員 251,000 円 400,000 円 174,000

276,000 円 430,000 円 202,000 円

円

報
酬

議　　　長 334,000 円 499,000 円 252,000 円

副　議　長

920,000 円 517,800 円

副　町　長 676,000 円 760,000 円 384,000

区　　　分 給　　料　　月　　額　　等

給
料

（参考）類似団体における最高／最低額

町　　　長 835,000 円



（２）　年齢別職員構成の状況（平成３１年４月１日現在）
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Ｈ31年構成比 0.574712644 1.724137931 6.32183908 16.09195402 11.49425287 6.32183908 10.34482759 16.09195402 10.91954023 9.195402299 10.91954023 0

Ｈ26年構成比 0 0.584795322 10.52631579 8.771929825 5.847953216 12.86549708 14.61988304 9.356725146 12.28070175 14.03508772 10.52631579 0.584795322
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（３）　職員数の推移

年度

部門別

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

       ２　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

※参考：時津町定員適正化計画（平成27年度～平成31年度） 各年度4月1日現在

年度

部門別

総合計 169 172 172 172 172

公営企業等会計計 36 32 29 28 28

普通会計計 133 140 143 144 144

教育 20 21 21 21 21

一般行政 113 119 122 123 123

3 1.7%

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

30 -3 -10.0%

総合計 171 170 171 174 172 174

公営企業等会計計 33 32 32 29 31

-8.7%

普通会計計 138 138 139 145 141 144 6 4.2%

8 6.6%

教育 25 20 20 22 23 23 -2

平成31年
過去５年間

の増減数（率）

一般行政 113 118 119 123 118 121

19 16 19 0 174

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

職員数
1 3 11 28 20 11 18 28

４３歳 ４７歳 ５１歳 ５５歳 ５９歳 以上未満 ２３歳 ２７歳 ３１歳 ３５歳 ３９歳

～ ～ ～ ～ 計～ ～ ～ ～ ～ ～

４４歳 ４８歳 ５２歳 ５６歳 ６０歳

171

区分
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７　公営企業職員の状況

（１）　水道事業

　①職員給与費の状況

　ア　決算

　②　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成３０年４月１日現在）

円 円

円 円

　③　職員の手当の状況

　イ　退職手当（平成３１年４月１日現在）

　　一般職と同じです。

　ウ　地域手当（平成３１年４月１日現在）

　　支給はありません。

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

1.85 月分

(1.45) 月分 (0.90) 月分 (1.45) 月分 (0.90) 月分

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.60 月分 1.85 月分 2.60 月分

1,937 千円 1,676 千円

（平成30年度支給割合） （平成30年度支給割合）

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

　ア　期末手当・勤勉手当

時　津　町 団体平均（市町村）

１人当たり平均支給額（平成30年度） １人当たり平均支給額（平成30年度）

平均月収額

水道事業 53.5歳 407,000 620,964

団体平均（市町村） 43.6歳 363,687 576,360

（注）１　職員手当には退職手当は含みません。

　　　２　職員数は、平成３１年３月31日現在の人数です。

　イ　特記事項

　特にありません。

区　分 平均年齢 基本給

千円

7 32,340 6,256 13,565 52,161 7,452 6,931

計　　　Ｂ 給与費　Ｂ／Ａ 一人あたり給与費

平成30年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

7.7

区分
職員数 給　　与　　費 一人あたり （参考）市町村平均

Ａ 給料 職員手当 期末・勤勉手当

平成30年度
千円 千円 千円 ％ ％

575,274 141,158 45,075 7.8

区分
総費用 純損益又は

実質収支

職員給与費
総費用に占める
職員給与費比率

（参考）
平成29年度の総費用に
占める職員給与費比率Ａ Ｂ Ｂ／Ａ



　エ　特殊勤務手当（平成３１年４月１日現在）

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 186 千円

職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 199 千円

支給実績（平成29年度決算） 1,300 千円

徴収業務手当 業務担当職員
水道料金の徴収業務に従事したと
き

日額500円（業務が２時間以上又
は夜間に行われた場合にあって
は、1，000円）

　オ　時間外勤務手当

支給実績（平成30年度決算） 1,594 千円

危険業務手当 業務担当職員
火災現場及び暴風雨等の荒天時又
は高所、急傾斜地等で、著しく危
険、困難な業務に従事したとき

日額500円（業務が２時間以上又
は夜間に行われた場合にあって
は、1，000円）

用地交渉業務手当 業務担当職員 用地交渉の業務に従事したとき
日額500円（業務が２時間以上又
は夜間に行われた場合にあって
は、1，000円）

手当の種類（手当数） 3

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 0 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成30年度） 0.0 ％

支給実績（平成30年度決算） 0



　カ　その他の手当（平成３１年４月１日現在）

距離が片道２km以上の職員に支給

・交通機関等利用者

　１ヶ月あたりの運賃等相当額

・交通用具利用者

　距離に応じて

管理又は監督の地位にある職員へ支給

　職務の級、区分別に定額支給

・管理職手当の支給区分に応じて

　勤務１回につき 6,000円～12,000円

円

管理職員特
別勤務手当

管理職手当を受給している職員が、休日において

異なる

官職等に
応じて
6,000円～
18,000円

0 千円 0 円
臨時又は緊急の必要により勤務した場合に支給

192,250 円
（最高55,000円）

2,000円～31,600円

管理職手当 同じ 1,676 千円 838,000

通勤手当

通勤のため交通機関や自動車等を利用し、通勤

同じ 769 千円

184,000 円

又は自宅に居住し世帯主である職員に支給

・月額23,000円以下の家賃

家賃月額－12,000円

・月額23,000円を超える家賃

（家賃月額－23,000円）×1/2＋11,000円

（最高27,000円）

・自宅居住者

住居手当

借家又は借間に居住し、家賃を支払っている職員

同じ
368 千円

同じ

308,000 円

・配偶者 6,500円

・子 10,000円

・父母及び孫等 6,500円

・16～22歳までの子がいる場合の
　加算　　１人につき

5,000円

扶養手当

扶養親族のある職員に対して支給

同じ 1,848 千円

手当名 内容及び支給単価

一般行
政職の
制度と
の異同

一般行政職
の制度と

異なる内容

支給実績
(平成30年度決

算)

支給職員１人当たり
平均支給年額

(平成30年度決算)



（２）　下水道事業

　①職員給与費の状況

　ア　決算

　②　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成３０年４月１日現在）

円 円

円 円

　③　職員の手当の状況

　イ　退職手当（平成３１年４月１日現在）

　　一般職と同じです。

　ウ　地域手当（平成３１年４月１日現在）

　　支給はありません。

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

1.85 月分

(1.45) 月分 (0.90) 月分 (1.45) 月分 (0.90) 月分

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.60 月分 1.85 月分 2.60 月分

1,771 千円 1,411 千円

（平成29年度支給割合） （平成29年度支給割合）

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

　ア　期末手当・勤勉手当

時　津　町 団体平均（市町村）

１人当たり平均支給額（平成30年度） １人当たり平均支給額（平成30年度）

平均月収額

下水道事業 55.3歳 397,388 564,027

団体平均（市町村） 42.3歳 359,532 538,449

（注）１　職員手当には退職手当は含みません。

　　　２　職員数は、平成３１年３月31日現在の人数です。

　イ　特記事項

　特にありません。

区　分 平均年齢 基本給

千円 千円

3 14,126 866 5,313 20,305 6,768 6,453
平成30年度

人 千円 千円 千円 千円

（参考）市町村平均

Ａ 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　Ｂ 給与費　Ｂ／Ａ 一人あたり給与費

703,799 142,734 8,162 1.2 1.1

区分
職員数 給　　与　　費 一人あたり

（参考）
平成29年度の総費用に
占める職員給与費比率Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

平成30年度
千円 千円 千円 ％ ％

区分
総費用 純損益又は

実質収支

職員給与費
総費用に占める
職員給与費比率



　エ　特殊勤務手当（平成３１年４月１日現在）

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 50 千円

職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 98 千円

支給実績（平成29年度決算） 252 千円

徴収業務手当 業務担当職員
下水道使用料及び受益者負担金の
徴収業務に従事したとき

日額500円（業務が２時間以上又
は夜間に行われた場合にあって
は、1，000円）

　オ　時間外勤務手当

支給実績（平成30年度決算） 492 千円

危険業務手当 業務担当職員
火災現場及び暴風雨等の荒天時又
は高所、急傾斜地等で、著しく危
険、困難な業務に従事したとき

日額500円（業務が２時間以上又
は夜間に行われた場合にあって
は、1，000円）

用地交渉業務手当 業務担当職員 用地交渉の業務に従事したとき
日額500円（業務が２時間以上又
は夜間に行われた場合にあって
は、1，000円）

手当の種類（手当数） 3

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 0 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成30年度） 0.0 ％

支給実績（平成30年度決算） 0



　カ　その他の手当（平成３１年４月１日現在）

距離が片道２km以上の職員に支給

・交通機関等利用者

　１ヶ月あたりの運賃等相当額

・交通用具利用者

　距離に応じて

管理又は監督の地位にある職員へ支給

　職務の級、区分別に定額支給

管理職員特
別勤務手当

管理職手当を受給している職員が、休日において

異なる

官職等に
応じて
6,000円～
18,000円

0 千円
臨時又は緊急の必要により勤務した場合に支給

64,667 円
（最高55,000円）

2,000円～31,600円

・管理職手当の支給区分に応じて

　勤務１回につき 6,000円～12,000円

円

0 円

管理職手当 同じ 0 千円 0

通勤手当

通勤のため交通機関や自動車等を利用し、通勤

同じ 194 千円

0 円

又は自宅に居住し世帯主である職員に支給

・月額23,000円以下の家賃

家賃月額－12,000円

・月額23,000円を超える家賃

（家賃月額－23,000円）×1/2＋11,000円

（最高27,000円）

・自宅居住者

住居手当

借家又は借間に居住し、家賃を支払っている職員

同じ

0 千円

同じ

180,000 円

・配偶者 6,500円

・子 10,000円

・父母及び孫等 6,500円

・16～22歳までの子がいる場合の
　加算　　１人につき

5,000円

扶養手当

扶養親族のある職員に対して支給

同じ 180 千円

手当名 内容及び支給単価

一般行
政職の
制度と
の異同

一般行政職
の制度と

異なる内容

支給実績
(平成30年度決

算)

支給職員１人当たり
平均支給年額

(平成30年度決算)


